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第１章 概要 

本ガイドラインは、三重県知事の方針に反しないことを前提として、政府や各都道府県により出

される方針及び新型コロナウイルス感染症対策専門会議による提言等を踏まえ、当会議所におけ

る今後の方針を定める「公益社団法人津青年会議所新型コロナウイルス対策ガイドライン」とする。 

２０２１年度はクラスター発生以降、会員が参加する例会・事業は全て中止とし、青年会議所が

行うオンライン（非接触型）のセミナー等の受講は参加可能としていた。しかし、組織を維持するた

めに法令上必要な総会及び諸会議についてはオンライン（非接触型）で開催をしてきた。 

２０２２年度は２０２１年８月度総会にて、「基本的には年間を通してオンライン（非接触）での開催

を推奨する。」という澤理事長予定者の発言をうけ、例会についてはオンラインでの開催を基本と

する。一方で多くの団体が関与する事業については、私たちだけでの判断で変更することが困難

であるため、全体の意向に沿った柔軟な事業展開が必要となる。 

（公社）日本青年会議所、東海地区協議会、東海地区三重ブロック協議会への出向、地域の

様々な団体への参加についても上記と同様、私たちだけの単独判断は困難であるため、全体の

意向に沿って柔軟な対応が必要となる。 

よって、本ガイドラインでは委員会、例会、事業、出向等、とそれぞれの状況に分けて感染防止

対策の推奨案を掲載した。また、必要に応じて使用できるチェックシートを掲載した。 

内容に関しては、今後の情勢、感染拡大の動向、日本青年会議所から提示される各種基準を

踏まえ、必要に応じて適宜改定を行うものとする。 
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第２章 委員会における感染防止対策 

 

委員会開催における感染防止対策を以下にまとめる。 

 

① 委員会等の活動は原則月一回、オンライン（非接触型）または、十分なスペースを確保でき

る会場を用意して開催する。 

② 例会、事業の準備のために集合する場合は、最小限の人数で開催する。 

③ 集合する場合は、参加者の体温、体調等を記録し、開催後２週間は保管する。 

④ 集合する場合は、接触感染、飛沫感染を防止するために、手指の消毒、換気、マスク着用

を徹底し、かつ、身体的距離（１ｍ以上）を確保できる会場を用意する。 

⑤ 飲食は国または県より出されている各種宣言等に準拠する。 
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第３章 例会における感染防止対策 

 

例会開催における感染防止対策を以下にまとめる。 

 

① 例会は原則月一回、オンライン（非接触型）で開催する。 

② 例会の担当委員会が集合する場合、接触感染、飛沫感染を防止するために、手指の消毒、

換気、マスク着用を徹底し、かつ、身体的距離（１ｍ以上）を確保できる会場を用意する。 

③ 委員会メンバー等が集合する場合は、参加者の体温、体調等を記録し、開催後２週間は保

管する。 

④ 飲食は国または県より出されている各種宣言等に準拠する。 
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第４章 事業における感染防止対策 

 

事業開催における感染防止対策を以下にまとめる。 

 

① 事業の担当委員会およびその他の会員が集合する場合、接触感染、飛沫感染を防止する

ために、手指の消毒、換気、マスク着用を徹底し、かつ、身体的距離（１ｍ以上）を確保でき

る会場を用意する。 

② 会員が集合する場合は、参加者の体温、体調等を記録し、開催後２週間は保管する。 

③ 飲食は国または県より出されている各種宣言等に準拠する。 

④ 現地開催の場合、参加者からコロナ感染の連絡を受けた委員会は、速やかに、担当室長、

担当副理事長、専務理事に連絡し、その後の判断を仰ぐこと。 

⑤ 現地開催の事業のうち、参加者を特定できるものついては、参加者全員の氏名、住所、電

話番号を把握し、名簿を作成し、事業後１ヶ月間は保管する。 
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第５章 出向等における感染防止対策 

 

出向等における感染防止対策を以下にまとめる。 

 

① オンライン（非接触型）での参加を推奨とする。 

② 出向先の都合上、現地参加が必要な場合は、参加可能とする。 

③ 現地参加の場合は、触感染、飛沫感染を防止するために、手指の消毒、換気、マスク着用

を徹底し、かつ、身体的距離（１ｍ以上）を確保するように努める。 

④ 現地参加の場合は、その他の参加者の状況を把握するように努め、参加後２週間以内に

出向先の組織内で感染者が発生した場合には速やかに担当委員長や室長、専務理事に

連絡する。 

⑤ 飲食は国または県より出されている各種宣言等に準拠する。 
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第６章 その他 

 

その他新型コロナウイルス感染症における規定を以下にまとめる。 

 

① 新型コロナウイルス感染者が発生した場合 

・新型コロナウイルスの感染が確定した場合、当事者は原則、当日中に専務理事もしくは

所属委員長、所属室長に報告する。 

・上記の報告を受けた者は、当日中に理事長、副理事長、専務理事に報告する。 

・理事長、副理事長、専務理事は上記の報告を受けたのち、保健所、自治体、その他関係

機関の調査に協力する。 

・得られた情報は必要に応じて、必要な会員に公開、周知する。 

 

② その他 

・当会議所は新型コロナウイルス感染拡大の防止に努め、会員個人の仕事、経済活動、プ

ライベートにおいても、各種業界の感染症対策ガイドラインに沿って、責任ある行動をする

ことを徹底する。 

 

 

  



8 

 

第７章 各種シート 

 

ここでは、各種開催にあたり必要なチェックシートをまとめる。掲載するチェックシートは以下とする。 

 

１） 体調チェックシート（メンバー用） 

２） 体調チェックシート（参加者用） 

３） 参加者把握シート 

４） 感染者発生連絡チェックシート 
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体調チェックシート（メンバー用） 

開催日 令和    年    月    日 

ふりがな  

氏 名  

電話番号  

本日の体温は３７．５度以下です。 □はい  □いいえ 

過去２週間以内に体温が 37.5 度以上の日があった。 □はい  □いいえ 

咳、のどの痛みなど風邪の諸症状があります。 □はい  □いいえ 

だるさ、息苦しさがあります。 □はい  □いいえ 

２週間以内に陽性者との濃厚接触がありました。 □はい  □いいえ 

同居家族、知人に感染を疑われる方がいる □はい  □いいえ 

２週間以内に県外または海外へ行った □はい  □いいえ 

 

体調チェックシート（メンバー用） 

開催日 令和    年    月    日 

ふりがな  

氏 名  

電話番号  

本日の体温は３７．５度以下です。 □はい  □いいえ 

過去２週間以内に体温が 37.5 度以上の日があった。 □はい  □いいえ 

咳、のどの痛みなど風邪の諸症状があります。 □はい  □いいえ 

だるさ、息苦しさがあります。 □はい  □いいえ 

２週間以内に陽性者との濃厚接触がありました。 □はい  □いいえ 

同居家族、知人に感染を疑われる方がいる □はい  □いいえ 

２週間以内に県外または海外へ行った □はい  □いいえ 
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体調チェックシート（参加者用） 

開催日 令和    年    月    日 

ふりがな  

氏 名  

住所  

電話番号  

メールアドレス  

本日の体温は３７．５度以下です。 □はい  □いいえ 

過去２週間以内に体温が 37.5 度以上の日があった。 □はい  □いいえ 

咳、のどの痛みなど風邪の諸症状があります。 □はい  □いいえ 

だるさ、息苦しさがあります。 □はい  □いいえ 

２週間以内に陽性者との濃厚接触がありました。 □はい  □いいえ 

同居家族、知人に感染を疑われる方がいる □はい  □いいえ 

２週間以内に県外または海外へ行った □はい  □いいえ 

 

ご記入いただいた個人情報は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のためにのみ利用し、それ以

外の目的での利用はいたしません。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、国または保健所から情報提供の求めがあった場合

は、ご記入いただいた個人情報を提供する場合があります。 
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参加者把握シート 

No 参加者氏名 住所・電話番号 備考 

1  
住所 

 

電話番号 
 

2  
住所 

 

電話番号 
 

3  
住所 

 

電話番号 
 

4  
住所 

 

電話番号 
 

5  
住所 

 

電話番号 
 

6  
住所 

 

電話番号 
 

7  
住所 

 

電話番号 
 

8  
住所 

 

電話番号 
 

9  
住所 

 

電話番号 
 

10  
住所 

 

電話番号 
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感染者発生連絡チェックシート 

事業名  

実施日時  令和  年   月  日         時 ～     時 

実施場所  

実施委員会  

実施責任者 ※特別議長・委員長 

電話番号  

担当者 ※副議長・副委員長 

電話番号  
 

（１）感染者からの連絡 

感染者名  

電話番号  

連絡受信日時  

連絡受信者  

感染者の症状・現状など 

 

 

（２）連絡チェック欄 

  □ 担当室長、担当副理事長、専務理事への報告   （実施日時：               ） 

  □ 保健所への連絡                       （実施日時：               ） 

  □ 会場の管理者への連絡                  （実施日時：               ） 

  □ 参加者への連絡                      （実施日時：               ） 
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【附則】 

本ガイドラインは２０２１年１０月 ５日（火）～２０２１年１２月３１日（金）まで有効とする。 

本ガイドラインは２０２１年１２月９日（木）に改定、２０２２年１月１日より有効とする。 

 

 


